
稲沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助金交付要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、宅地開発事業に伴い調整池を設置する者に対し、

当該調整池の整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助す

ることにより、宅地開発事業を促進し、定住人口の確保を図ることを

目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

⑴  宅地開発事業  都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」

という。）第４条第１２項に規定する開発行為を伴う事業で、主に

住宅の用に供する目的で行われるものをいう。  

⑵  調整池  宅地開発事業に伴う雨水貯留施設をいう。  

⑶  堀込式  平坦地を掘り込んで雨水を一時的に貯留する形式をいう。 

⑷  地下式  地下に設置された貯留槽に雨水を一時的に貯留する形式

をいう。  

 （補助事業）  

第３条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、次の各号のいずれかに該当する宅地開発事業に伴い行われる掘込

式又は地下式の調整池の整備で、補助事業の完了後、当該調整池が市

に帰属するものに限る。  

 ⑴  法第７条第２項に規定する市街化区域における宅地開発事業  

 ⑵  法第３４条第１０号に規定する開発行為を伴う宅地開発事業  



 （補助対象者）  

第４条  補助金の交付を受けることができる者は、前条各号に規定する

宅地開発事業において法第２９条に規定する許可を受けて自ら調整池

を整備する者とする。  

２  前項の規定にかかわらず、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）である者又は暴力団若しくは暴力団員

と密接な関係を有する者に対しては、補助金を交付しない。  

（補助金の額）  

第５条  補助金の額は、別表により算出した額とする。ただし、その額

に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。  

 （補助事業の認定）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、補助事業について市長の認定を受けなければならない。  

２  申請者は、前項に規定する認定を受けようとするときは、法第２９

条に規定する開発行為の許可を受けた日から起算して３月以内に、稲

沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助事業認定申請書（様式第１）

に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。  

 ⑴  事業計画書（様式第２）  

 ⑵  収支予算書（様式第３）  

 ⑶  その他市長が必要と認める書類  



３  市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、当該補助事業について認定し、稲沢市宅地開発

事業に伴う調整池整備補助事業認定通知書（様式第４）により申請者

に通知するものとする。  

 （補助事業の変更認定）  

第７条  申請者は、補助事業の認定を受けた後に、前条第２項に規定す

る申請の際に提出した書類に変更が生じたときは、稲沢市宅地開発事

業に伴う調整池整備補助事業変更認定申請書（様式第５）に必要な書

類を添付して、市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、当該補助事業の変更を認定し、稲沢市宅

地開発事業に伴う調整池整備補助事業変更認定通知書（様式第６）に

より申請者に通知するものとする。  

 （補助事業の中止）  

第８条  申請者は、補助事業の認定を受けた後に、補助事業を中止する

ときは、稲沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助事業取下届（様式

第７）を市長に提出しなければならない。  

 （補助金の交付申請兼完了報告等）  

第９条  申請者は、補助事業が完了し、法第３６条第２項に規定する検

査済証の交付を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、稲

沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助金交付申請書兼完了報告書

（様式第８）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。  



 ⑴  事業実施報告書（様式第９）  

 ⑵  収支決算書（様式第１０）  

 ⑶  その他市長が必要と認める書類  

２  市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付

額を確定し、稲沢市宅地開発事業に伴う調整池整備補助金交付決定通

知書兼交付金額確定通知書（様式第１１）により申請者に通知するも

のとする。  

（補助金の請求及び交付）  

第１０条  申請者は、前条第２項に規定する通知を受けたときは、稲沢

市宅地開発事業に伴う調整池整備補助金交付請求書（様式第１２）を

市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項に規定する請求書に基づき、申請者に補助金を交付す

るものとする。  

（補助金の交付決定兼金額確定の取消し及び返還）  

第１１条  市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、補助金の交付決定兼金額確定を取り消し、又は既に交付した補

助金があるときは期限を定めて返還を命ずることができる。  

⑴  虚偽の申請その他不正な行為により、補助金の交付決定兼金額確

定を受けたとき。  

⑵  この要綱その他関係法令に違反したとき。  

⑶  その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。  

（関係書類の整備）  



第１２条  申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、

帳簿等を整備しなければならない。  

２  前項の書類、帳簿等は、補助事業完了の日の属する年度の終了後５

年間保存しなければならない。  

 （調査等）  

第１３条  市長は、補助金の交付に関し、必要な調査を行うことができ

る。  

２  申請者は、前項の調査に協力しなければならない。  

 （補則）  

第１４条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。  

   付  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和６年７月１日から施行する。  

（この要綱の失効）  

２  この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、

同日までに行われた第６条第２項に規定する申請に係る事案について

は、同日後もなおその効力を有する。  

別表（第５条関係）  

型式  基準単価  基準単価の限度額  補助金の額  

掘込式  

１立方メートル

当たりの整備費  ３０，０００円  

補助対象容量に

基準単価を乗じ  



 

 に２分の１を乗

じて得た額  

 て得た額とし、

１００，０００

千円を上限とす

る。  

地下式  ５０，０００円  

 注  

  １  基準単価、基準単価の限度額及び補助金の額は、消費税及び地

方消費税を含まないものとする。  

  ２  この表において「補助対象容量」とは、補助事業において整備

する調整池の全容量から、法第４条第１３項に規定する開発区域

の面積に１平方メートル当たり１００分の６を乗じて得た数値

（小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）を差

し引いた容量をいう。  

  ３  一の補助事業で、掘込式と地下式の調整池を併設する場合は、

それぞれの構造で整備する容量の比率により補助対象容量を按分

（小数点以下の端数が生じたときは、小数第１位を四捨五入す

る。）し、補助金の額を算出するものとする。  


